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令和７年度名寄市学校教育推進計画

名寄市教育委員会
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名寄市教育目標

天塩川にはぐくまれた実りある大地に生きる私たち名寄市民は 郷土の歴史と

文化を継承し 国際化の時代をしなやかにたくましく生き ともに支え合い う

るおいと生きがいのある社会の実現をめざしてこの目標を定めます

１ 北国の風土に生き たくましく成長する人をはぐくみます

２ 自ら学び 創造的に生きる人をはぐくみます

３ ふれあいを大切にし 心豊かな人をはぐくみます

４ 勤労と責任を尊び よりよい社会を築く人をはぐくみます

５ 新しい時代を切り拓き 郷土の発展に尽くす人をはぐくみます

（制定 平成 19 年４月１日）
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令和７年度名寄市学校教育推進計画

令和６年度の本市の学校教育は、名寄市初の義務教育学校の開校や学校施設

の耐震化、空調設備の設置など、教育環境の整備とともに、ＡＩドリルの導入

等により、不登校や特別な支援を必要とする児童生徒など、多様な子どもたち

一人一人に寄り添った個別最適な学びの充実等に取り組んでまいりました。

令和７年度は、引き続き子どもたちにとって安全で安心できる教育環境づく

りとともに、学校教育全体を通じたウェルビーイング(※)の向上と子どもたち

の実態や社会的変化の影響等による教育課題等に適時・適切に対応するため、

４つの重点的な取組を進めてまいります。

※用語解説

【ウェルビーイング】

身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。

短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含

む概念。

１ 小中学校教育の充実

第１ 信頼される学校づくりの推進

児童生徒一人一人が資質能力を最大限に伸ばし、この学校で学んでよかった

と思ってもらえる学校とするためには、各学校が地域社会に開かれ、家庭や地

域と信頼し合える関係を構築して、連携・協力して子どもたちをともに育てる

ことが重要です。

生きる力を育てる教育や特別支援教育、国際理解教育、情報教育等の社会

の変化に対応する力を育てる教育などの充実、教職員の資質向上や地域社会

と連携した信頼される学校づくりの推進、教育効果を高めるための計画的な

学校施設の整備に努めます。
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そのため、次に掲げる事項の実現を図り、どのような状況になっても児童生

徒や保護者はもとより市内外の方々から信じて頼られる、信頼される学校を目

指します。

【ウェルビーイングの実現を目指す学校づくりの推進】

(1)教育委員会、学校においては、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念をも

って、児童生徒を真ん中に、誰一人取り残すことなくウェルビーイングを実

感できる学校づくりに努めます。

(2)児童生徒が生涯にわたって社会を生き抜く自立した学習者・持続的な社会

の創り手として成長していくことができるよう、児童生徒、保護者、市民の

皆様の意見を聴き、対話しながら、一人一人が当事者意識や役割をもって、

ともに学び・考え・創造して教育課題の解決が図られるよう努めます。

【地域とともにある学校づくりの推進】

(1)「地域とともにある学校づくり」のため、地域と学校が熟議により学校の課

題とその解決に向けた意見を共有し、学校と地域がパートナーとして連携・

協働しながら、学校運営に取り組む「コミュニティ・スクール」を一層推進

します。

(2)学校と地域との連絡・調整を図り、連携・協働を推進するために、市内の全

学校運営協議会に配置した地域コーディネーターが、その役割を発揮できる

よう取り組みます。

(3)各学校の学校経営については、児童生徒がよりよい教育活動等を享受でき

るよう、学校運営の状況について積極的に情報発信するとともに、学校運営

協議会や保護者、地域の方々による外部評価の工夫を図るなどして効果的に

学校評価を行うよう努めます。また、学校評価により明らかになった成果と

課題を踏まえ、本市共通モデルの学校経営計画及び学年経営案を効果的に活

用して、組織的・継続的に改善を図ることができるよう取り組みます。

(4)各学校において、義務教育９年間を連続した教育課程として捉え、児童生

徒・学校・地域の実態等を踏まえ、学習指導や生徒指導で小中学校(※)の協

力した具体的な取組が進むよう努めます。
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(5)智恵文地区については、地域の特色を踏まえ、９年間の学びの系統性・連続

性を生かした柔軟な教育課程を編成することで、魅力ある教育活動を展開す

る義務教育学校の実現に努めます。

(6)風連地区については、教職員を構成員とする名寄市小中一貫教育校合同連

絡会議を計画的に開催し、取組の成果と課題等を共有して取組内容の質を高

め、特色ある小中一貫した教育の一層の充実を図ります。

(7)学校段階間の連携・接続については、本市の実態に応じた幼小連携、小中連

携、中高連携の取組を推進します。特に、幼小連携については、小学校にお

ける幼児教育や接続の意義の理解を促進し、子どもの育ちの課題解決につな

げる体制の構築、取組を推進します。

(8)小規模校における特認校制度の教育的意義と制度の在り方について、研究

を進めます。

※用語解説

【小中学校】

小中学校には、義務教育学校（前期課程及び後期課程）を含みます。

【教職員の資質能力の向上】

(1)教育の質は直接、児童生徒の教育活動等を担う教職員の力量に影響される

ため、教職員が常に研究と修養に努め、専門性の向上を図ることができるよ

う研修機会の確保と研修内容・方法の工夫改善に努めます。

(2)社会の変化やニーズに対応するとともに、様々な危機へ適切に対応できる

教育が推進できるよう、多様な知識・経験を持つ学校外の人材を授業や校内

研修に活用することにより、教職員の資質能力の向上に努めます。

(3)名寄市教育改善プロジェクト委員会によるミドルリーダー育成研修など、

名寄市教育研究所での活動等を通して、教職員が主体的に学び合えるよう支

援に努めます。

(4)北海道教育委員会の指導主事による学校教育指導訪問の積極的な活用や、

その指導・助言を生かして授業改善を図るとともに、各種研究・研修会参加

で得た研修成果を他の教職員に還元することにより、指導力の向上を図りま
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す。

(5)学校における働き方改革の推進については、名寄市学校働き方改革指標

「Nayoro Diamond Action」に基づき、各学校において働き方改革コアチー

ムを編成して教職員の意識改革を進めたり、短期的な検証改善サイクルを構

築するなどして、教職員一人一人が働き方が改善され、「働きやすさ」と「働

きがい」の実感をもつことができるよう取り組みます。

(6)校内研修をはじめ様々な機会を通じて、国や道の資料等を活用して教職員

一人一人の厳正な服務規律の保持に努めます。

※用語解説

【Nayoro Diamond Action】

北海道教育委員会の「学校における働き方改革北海道アクションプラン（第３期）」を

もとに、名寄市教育研究所が本市の教職員個々に必要な指標を厳選し、名寄市働き方改

革指標を見直したもの。

第２ 生きる力を育てる教育の推進

これからの複雑で変化の激しい社会の中においては、子供たちが自信をもっ

て自分の人生を切り拓き、よりよい社会と幸福な人生の創り手となる生きる力

を育成することが求められています。

そのため、各学校においては、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授

業改善を通して、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開し、家庭や地域

と目標を共有し、連携・協議する中で、次に掲げる事項の実現を図り、児童生

徒に生きる力を育むことを目指します。

【社会に開かれた教育課程の充実】

(1)各学校の教育課程については、学習指導要領の社会に開かれた教育課程の

理念に基づき、家庭や地域と連携・協働して教育活動の充実が図られるよう

適切な編成・実施に努めます。

(2)校長の方針のもと、教職員一人一人が力量や特性等を発揮できる校務分掌

を工夫し、相互に連携しながら各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネ
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ジメント（※）に努めます。

(3)各学校の教育課程の編成に当たっては、学習の基礎となる資質能力を各教

科等の特質を生かし、教科横断的な視点で育成していくことができるよう努

めます。

※用語解説

【カリキュラムマネジメント】

児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の

内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してそ

の改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとと

もにその改善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に学

校の教育活動の質の向上を図っていくこと。

【確かな学力を育てる教育の推進】

(1)全国学力・学習状況調査等により把握した児童生徒の実態等を踏まえ、育成

を目指す資質・能力を明確にして、主体的・対話的で深い学びの実現に向け

た日常の授業改善に努めます。

(2)児童生徒一人一人の興味・関心・意欲等を的確に捉えて、きめ細かく指導・

支援したり、一人１台端末を活用したりするなど指導方法を工夫・改善する

ことにより「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図りま

す。

(3)授業においては、学習者用デジタル教科書や授業支援クラウド（ロイロノー

ト）などの積極的な活用や、児童生徒一人一人の習熟度に応じたＡＩドリル

の活用により、児童生徒の学びの充実に取り組みます。

(4)加配教員等による小学校における理科及び外国語活動・外国語の教科担任

制の取組等により、指導体制の工夫改善に努めます。

(5)各学校と教育委員会が連携し、学力に関する各種調査結果の分析を実施し、

各学校が学力向上に向けた教育活動の検証と改善を組織的・効果的に行える

よう取り組みます。

(6)家庭と連携しながら、一人１台端末の持ち帰りによるＡＩドリルの活用を
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図るなど、家庭学習の充実に向けた取組を推進します。

【豊かな心を育てる教育の推進】

(1)人間尊重の精神、自他の生命を尊重する心、規範意識や公正な判断力などを

育てることが大切であるため、「特別の教科 道徳」を要として、地域教材

の効果的な活用や家庭、地域との連携を図りながら、学校教育活動全体を通

して道徳性を養う道徳教育の充実に努めます。

(2)生徒指導については、課題解決的な対応にとどまることなく、教師と児童生

徒との信頼ある関係の中で、すべての児童生徒の発達を支え、課題の未然防

止ができるよう積極的な生徒指導の充実に努めます。

(3)学校、家庭、地域、行政等が連携・協力し、社会全体でいじめの問題を克服

及びその根絶に向けて、教育委員会及び全小中学校において定めている「い

じめ防止基本方針」等に基づき、すべての教職員がいじめの定義や組織的な

対応等について一層理解を深め、家庭や地域・関係機関と連携して未然防止、

早期発見・早期対応に努めます。

(4)児童会活動や生徒会活動における主体的ないじめ防止に取り組む活動の推

進と、市内の小中学校・高等学校が一堂に会した「いじめ防止サミット」を

開催することにより、児童生徒の自発的・自治的な活動によるいじめの未然

防止とその根絶に向けた取組の活性化を図ります。

(5)各学校においては、家庭はもとより、スクールソーシャルワーカー、教育相

談センター、名寄市立大学などの関係機関と連携し、いじめの早期発見・早

期対応のため、学校いじめ防止対策組織の強化、自殺未然防止や児童生徒が

不安や悩みを抱えたときの対処方法の指導の工夫に努めます。

(6)各学校においては、教育相談センター指導員等の活用による児童生徒が

相談しやすい校内体制の整備に努めるとともに、各種相談窓口の周知と利用促

進を図ります。

(7)各学校においては、身近な地域の自然環境や歴史、伝統、文化、産業等につ

いて理解を深める学習やボランティア活動等を通して、児童生徒が身近な地

域の魅力や課題などを知り、地域社会の構成員の一人としての意識やふるさ

とに対する愛着、誇りをもてるよう、ふるさと教育の充実に努めます。
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(8)読書活動については、全小学校(※)に配置している学校司書を活用した図

書の選定や配置の工夫、市立図書館との連携した取組などにより、児童生徒

が図書に興味・関心をもち読書意欲を高めるよう取り組みます。

※用語解説

【小学校】

小学校には、義務教育学校（前期課程）を含みます。

【健やかな体を育てる教育の推進】

(1)各学校においては、全国体力・運動能力、運動習慣等調査等により把握した

児童生徒の実態等を踏まえ、体育・保健体育の授業改善や運動機会の確保に

努めます。

(2)児童生徒が、自己の体力の現状を踏まえた体力向上の目標を設定し、自己の

能力や適性、興味・関心に応じて、仲間等と気軽に楽しく運動に参加するこ

とができる機会を工夫して運動習慣の定着を図ります。

(3)全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を分析し、その課題解決に向け、

必要な教職員研修に取り組むとともに、小学校体育専科加配による体育授業

の充実に向けた指導方法及び体力向上に係る取組の成果について普及啓発

を図ります。

(4)児童生徒が体力向上を図り、生涯にわたって運動に親しむ資質能力の基礎

を育てるため、スキー、カーリングなど地域の教育資源を生かした活動や各

学校の特色を生かした「１校１実践」の取組の充実に努めます。

(5)健康教育や食に関する指導の充実に向け、家庭と連携した「早寝、早起

き、朝ごはん」の取組の推進や、養護教諭や栄養教諭の専門性を生かした指導

方法・指導体制の工夫改善に努めます。

(6)性に関する指導の充実に向け、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階

や状況等を踏まえ、学校全体で共通理解を図り、保護者の理解を得ることな

どに配慮して適切に行われるよう取り組みます。

(7)経済的な理由のみならず、心身の健康を維持し、安心して学校生活を送る環

境整備の一環として、女子トイレに生理用品を配置します。
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(8)学校給食については、令和６年度の値上げ分を保護者が負担することとな

るため、令和７年４月からの学校給食費値上げ分に対し支援を行い、安定的

な食材の供給に努めます。また、使用する食材については安全安心な食材の

選定に細心の注意を払い、積極的な地産地消に努めます。

(9）児童生徒の嗜好を把握し、健康や食育に資する献立の創意工夫に取り組み

ます。また、学校給食が児童生徒の学校生活を豊かにし、楽しい時間となる

よう、献立表のほか、SNS を活用して食に関する情報発信を推進します。

(10)学校給食費を地方公共団体の会計に組み入れる「公会計制度」について、

研究に着手します。

第３ 社会の変化や多様な教育ニーズへの対応

社会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難となってきている中、学校教育

には、一人一人の児童生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆ

る他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会

の変化やニーズに対応して課題の解決を図り、豊かな人生を切り拓き、持続可

能な社会の創り手となることができるよう、その資質能力を育成することが求

められています。

そのため、次に掲げる事項の実現を図り、時期を逸することなく、社会の変

化や多様な教育ニーズに適切に対応していきます。

【特別支援教育の推進】

(1)障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が可能な限りともに学ぶ

「インクルーシブ教育システム」の構築に向け、学校、家庭、地域とが連携を

図った取組を推進します。

(2)特別な支援を必要とする児童生徒の就学前から学齢期、社会参加まで、関係

機関等との連携を充実させながら、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じ

た支援の実施と切れ目のない支援体制の整備を図ります。

(3)特別支援学級、通級による指導、通常の学級のそれぞれにおいて、児童生徒

の障がいの状態等に応じて適切な教育課程の編成・実施・評価が行われるよ

う取り組みます。
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(4)必要に応じてスクールソーシャルワーカーや教育相談センター指導員等を

各学校に派遣し、各学校の特別支援教育コーディネーター等と連携して、教

職員、児童生徒、保護者等への効果的な支援に努めます。

(5)児童生徒一人一人の教育的ニーズに適切に対応するため、全校的な支援体

制を確立し、特別支援教育コーディネーターを中心とした教育支援委員会の

機能の充実に努めます。

(6)各学校の実態に応じ、学習支援員や生活支援員を適切に配置し、誰一人取り

残すことのないよう、きめ細かな支援に努めます。

(7)困り感のある児童生徒への教育支援の充実に向け、特別支援学校や特別支

援教育専門家チーム等による教育相談を活用しつつ、医療・福祉等の関係機

関とも連携して、個に応じた指導目標や、教科及び自立活動などの内容及び

その指導方法、指導体制の工夫・改善に努めます。

(8)名寄市特別支援連携協議会において、本市の特別支援教育について共通理

解を図ったり、課題の解決に向けて協議を行ったりすることを通して、学校

と関係機関等との連携・協力を強化します。

(9)名寄市立大学と連携し、特別支援教育に関する研修の充実や特別支援学校

教諭免許状の取得率の向上を目指します。

(10)名寄版個別の支援計画「すくらむ」の効果的な活用に努めるとともに、

「すくらむ」のデジタル化に向けて、関係機関と研究を進めます。

【不登校児童生徒等の支援体制の強化】

(1)教育相談センターを拠点に、スクールソーシャルワーカーや関係機関と連

携した教育相談の充実を図るとともに、教育相談センター指導員、スクール

ソーシャルワーカーを各学校に派遣して、アウトリーチ型支援の強化を図る

など、不登校児童生徒等を組織的・計画的・継続的に支援する体制の整備に

努めます。

(2)不登校児童生徒等の様々な状況やニーズ等に対応するため、教育支援セン

ター（旧適応指導教室）の利用や校内教育支援センター（※）の受入体制の

工夫など、児童生徒への多様で適切、効果的な教育や相談の機会、場の確保

に努めます。
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(3)各学校において、校長のリーダーシップのもと、児童生徒の一人一人の実情

に応じたきめ細かな指導・支援を行うため、児童生徒理解・支援シートを作

成し、有効活用に努めます。また、不登校や感染症等により登校できない児

童生徒に対して一人１台端末などＩＣＴを活用し、オンライン授業等による

学習支援やカウンセリングを実施するなど適切な支援を推進します。

※用語解説

【校内教育支援センター】

学校には行けるけれど自分のクラスには入れない時や、少し気持ちを落ち着かせてリラ

ックスしたい時に利用できる、学校内の空き教室等を活用した部屋のことです。

【情報教育の充実】

(1)Society5.0 の時代を迎え、これからの未来を創る児童生徒には情報活用能

力(情報モラルを含む)の育成が必須であることから、一人１台端末を適切、

効果的に活用した教育活動の充実と、必要なＩＣＴ環境の整備に努め、教育

ＤＸを推進します。

(2)小学校においては、各教科等において、コンピュータの基本的な操作を確実

に身に付けるための学習活動やプログラミング教育の充実に努めます。

(3)中学校（※）においては、各教科等において、情報手段を適切かつ主体的・

積極的に活用できるようにするための教育活動の充実に努めます。

(4)最近のインターネット上での誹謗中傷などによるいじめ、犯罪や違法・有害

情報の問題の深刻化、インターネット利用の長時間化等の状況を踏まえ、児

童生徒に対して「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度

（情報モラル）」の育成に努めます。

(5)名寄市教育改善プロジェクト委員会を中心に、各学校におけるＩＣＴの活

用による「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、今日的に求められる

ＩＣＴ活用を踏まえ、児童生徒の発達段階等の状況に応じたＩＣＴ活用研修

の充実を図ります。また、一人１台端末と遠隔システムを利用し、各学校間

の授業交流や遠隔地との交流体験活動を推進します。
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※用語解説

【中学校】

中学校には、義務教育学校（後期課程）を含みます。

【国際理解教育の推進】

(1)学校教育活動全体において、地域資源を活用して自分が生まれ育ったふる

さとと、他国の文化や考え方を理解し、尊重する取組が充実するよう努めま

す。

(2)各学校においては、英語を母国語とするＡＬＴ(外国語指導助手)を効果的

に活用し、英語によるコミュニケーションを行う目的や場面、児童生徒の興

味・関心等に応じた学習活動の工夫を通して、英語によるコミュニケーショ

ン能力やバランスの取れた英語力が育成されるよう努め、グローバルな視野

を持って地域社会で行動するための資質能力の向上を図ります。

(3)外国語活動・外国語の授業において、一人１台端末とデジタル教科書を効果

的に活用し、発音や英会話のやり取りのモデルを示すなど、言語活動の充実

を図ります。

【キャリア教育の推進】

(1)学校教育活動全体を通して児童生徒に学校で学ぶことと社会との接続を意

識させ、社会的・職業的自立に向けて基礎となる資質能力が育成されるよう

努めます。

(2)各学校においては、校長のリーダーシップのもと、学校教育全体をはじめ、

特別活動を要としつつ、各教科等の特質に応じたキャリア教育の充実に努め

ます。

(3)各学校においては、児童生徒一人一人のキャリア形成を育むために、キャリ

ア・パスポートを活用するなどして、児童生徒が学んだことを振り返りなが

ら新たな学習や生活への意欲につなげたり、将来の生き方を考えたりする活

動が充実するよう努めます。

(4)産業関係の部署や地域の企業・団体等と連携を図りながら、職場見学や職場

体験活動、社会人講話等を効果的に実施し、児童生徒の望ましい勤労観や職
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業観を育てる指導の充実に努めます。

【主権者教育(※)の推進】

(1)児童生徒の健全な成長や自立を促すためには、児童生徒が意見を述べたり、

他者との対話や議論を通じて考える機会を持つことが重要であるため、児童

生徒の意見を聴く機会や、児童会・生徒会等の場において、自己の取組活動

について確認したり、議論したりする機会の創出に努めます。

(2)児童生徒にとって一番身近な社会である学級や学校において、自分が社会

の一員であり主権者であるという自覚をもたせることができるよう、社会科

や特別活動などにおいて、児童生徒の発達段階に応じた学習の充実に努めま

す。また、教育課程全体で児童生徒に主権者教育を通して何を育成するのか、

身に付けておくべき力などを明確にし、教科横断的な指導を推進します。

(3)学級活動、児童会・生徒会活動などの児童生徒の自発的、自治的な活動の中

でよりよい生活を築くために自分たちできまりをつくって守る活動を行う

など、教員の適切な指導のもと、生活上の課題を見出し、課題を解決するた

めの話し合いや合意形成を図る経験を積めるよう取り組みます。

※用語解説

【主権者教育】

学校において主権者として求められる力を育成する教育のことをいう。

主権者教育の目的は、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら社会

を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担う力を発達段

階に応じて身に付けさせるものとしている。

【部活動改革の推進】

(1)国が示した「学校部活動の地域移行・地域クラブ活動への移行」に向け、令

和６年 11 月に設置した、スポーツ・文化団体や学校、保護者の代表等で構成

する部活動改革推進協議会において、運動部及び文化部の地域移行・地域展

開の進め方等について協議を進めます。

(2)令和８年夏からの休日における運動部活動の地域クラブ活動への移行を見
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据え、本年夏から拠点校方式による部活動を推進します。

(3)各学校や関係機関等との連携を効果的に行い、教職員の負担軽減と生徒の

活動機会の確保を両輪とした「ＮＡＹＯＲＯスタイル 部活動改革推進事業」

の推進に努めます。

第４ 安全安心な教育環境の整備

児童生徒が集い、人と人との触れ合いにより、人格の形成がなされ、児童生

徒が生き生きと活動し、安心して学べるようにするためには、児童生徒の安全

の確保が保障されることが不可欠です。

そのため、次に掲げる事項の実現を図り、安全安心な教育環境の整備に詰め

ます。

【学校施設の整備】

(1)未耐震施設で老朽化が著しい名寄中学校は、校舎の改築工事等を実施しま

す。

(2)未耐震施設の名寄東中学校は、名寄産業高校光凌キャンパスの活用に向け

て北海道教育委員会と協議を進め、早期の耐震化に努めます。

(3)非構造部材等の耐震対策がされていない名寄東小学校屋内運動場について、

吊り天井の撤去及び非構造部材の落下防止対策工事を実施します。

(4)市内の小中学校４校の普通教室について、空調設備設置工事を実施します。

(5)市内小中学校の和式トイレは、洋式化が進んでいない学校から計画的にト

イレの洋式化を進めます。

(6)教育ＤＸの推進に向けて、北海道が行う共同調達による一人 1 台端末の更

新など、必要なＩＣＴ教育環境基盤の整備に努めます。

(7)給食センターについて、より安全安心で安定した学校給食を提供するため、

計画的な厨房内配管更新として、空調用蒸気配管更新工事を実施します。

【危機管理体制の確立】

(1)児童生徒が安心した学校生活を送れるよう、学校、警察、消防等の関係機関

と連携し、「危機管理マニュアル」や「安全マップ」等の適宜見直しと、そ
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れに基づいた校内や登下校時の安全確保に向けた取組を徹底します。

(2)自他の命を守り、災害が発生する前の備え方や災害発生時の対処の仕方な

どを学び、それを実践に移すことができるよう、関係機関と連携し防災教育

の推進に努めます。

(3)どのような感染症がいつ流行しても、速やかに感染拡大防止の対策をとる

ことができる環境や体制が整備された「感染症に強い学校」づくりに努めま

す。

(4)通学路における児童生徒の安全を図るため、名寄市通学路安全推進会議を

核に、警察、道路管理者や地域の関係機関等と連携し、定期的・継続的に通

学路の安全点検を行い、危険箇所等の共通認識をもち、安全対策に努めます。

(5)各学校において、自転車乗車用ヘルメット着用促進に向けた取組を行うと

ともに、教育委員会においても、児童生徒や保護者に対してヘルメット着用

促進に向けた働きかけを行うなど、自転車利用時のルール順守のための取組

を進めます。

(6)性犯罪、性暴力を根絶するため国が進めている「生命（いのち）の安全教育

（※）」について、保護者等の理解を得ながら、警察等の関係機関と連携し

て取り組みます。

(7)危機的状況に対応するために、身近にいる信頼できる人に、児童生徒がＳＯ

Ｓを出せるよう「ＳＯＳの出し方に関する教育（※）」に取り組み、学校に

おける相談体制の強化や教職員研修の充実に努めます。また、アセスメント

ツールなどを活用した児童生徒の実態把握を実施し、異変や相談があった場

合にはスクールソーシャルワーカーを中心に、学校、教育相談センター、警

察、健康福祉部など関係機関との連携を図りながら解決に努めます。

(8)児童生徒に、いかなる状況下でも自らの命を守り抜くとともに、安全で安心

な生活や社会を実現するために主体的に行動する態度を育成する安全教育

の充実を図ります。また、生命の尊さを学び、生命を大切にする教育や、一

人一人を尊重する教育を一層徹底します。

※用語解説

【生命（いのち）の安全教育】
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令和２年６月に国の「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」において、「性

暴力・性暴力対策の強化の方針」が決定され、その中の「教育・啓発活動を通じた社会

の意識改革と暴力予防」の一貫として子供を性暴力の当事者にしないため、全国の学校

において推進することとなった教育のことをいう。

【ＳＯＳの出し方に関する教育】

自殺予防対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）第 17 条第３項に定める「困難な事態、

強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育」のこ

とをいう。
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２ 市内小・中・義務教育学校の概要

１ 小学校一覧
（令和７年５月１日現在）※教員数には管理職を含み休職者は含まない

２ 中学校一覧
（令和７年５月１日現在）※教員数には管理職を含み休職者は含まない

３ 義務教育学校一覧
（令和７年５月１日現在）※教員数には管理職を含み休職者は含まない

※小・中・義務教育学校とも「電話・FAX 番号欄」は、上段が電話番号、下段が FAX 番号

学 校 名 校 長 名 所 在 地 電話・FAX 番号 児童数 学級数 教員数 養 護 栄 養 事 務

名 寄 小 学 校 髙橋 憲嗣 西１条南１丁目２番地
01654-3-3304

01654-3-3305

特学

普通

21

121

4

6

7

9 1 1 1

名 寄 南 小 学 校 井上 隆一 西６条南12 丁目55 番地２
01654-2-4164

01654-2-4165

特学

普通

32

408

6

15

8

25 1 1

名 寄 東 小 学 校 八柳 学 東３条南３丁目11 番地
01654-2-2041

01654-2-4179

特学

普通

17

126

3

6

6

10 1 2

名 寄 西 小 学 校 松本 敏朗 西７条南１丁目18 番地
01654-2-4177

01654-2-4178

特学

普通

33

189

7

7

10

12 1 1

中 名 寄 小 学 校 稲本 雄一 字日彰285 番地
01654-2-3889

01654-9-5640

特学

普通

1

12

1

3

1

4 1 1

風連中央小学校 野崎 師靖 風連町西町201 番地
01655-3-2031

01655-3-2569

特学

普通

14

82

4

6

6

9 1 1 1

計 小学校 6校
特学

普通

118

938

25

43

38

69 6 2 7

学 校 名 校 長 名 所 在 地 電話・FAX 番号 生徒数 学級数 教員数 養 護 栄 養 事 務

名 寄 中 学 校 桑内 寿則 字豊栄101 番地１
01654-2-2147

01654-2-2148

特学

普通

18

292

5

10

6

20 1 2

名 寄 東 中 学 校 松浦 修司 西２条北８丁目１番地３
01654-2-3174

01654-2-3175

特学

普通

24

158

5

6

7

11 1 1

風 連 中 学 校 石本 義行 風連町新生町 167 番地１
01655-3-2026

01655-3-2266

特学

普通

4

48

3

3

4

10 1 1

計 中学校 3校
特学

普通

46

498

13

19

17

41 3 4

学 校 名 校 長 名 所 在 地 電話・FAX 番号 児童生徒数 学級数 教員数 養 護 事 務

智恵文小中学校 西岡 裕英 字智恵文11 線北２番地
01654-9-3010

01654-9-3011

前期

課程

特学

普通

2

8

2

3 5

11 1 2後期

課程

特学

普通

4

8

2

2

計 義務教育学校 1校
特学

普通

6

16

4

5

5

11 1 2
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４ 小・中・義務教育学校児童生徒数の推移

（１）小学校・義務教育学校前期課程 （各年度５月１日現在）

（２）中学校・義務教育学校後期課程 （各年度５月１日現在）

５ 中学校・義務教育学校卒業生の進路状況
（各年度３月 31 日の状況）

年 次 区 分 学校数 1年 2年 3年 4年 5年 6年 児童数

令和５年度

風連地区 1 9 20 16 16 17 17 95

名寄地区 6 160 178 172 160 189 176 1,035

計 7 169 198 188 176 206 193 1,130

令和６年度

風連地区 1 21 10 20 16 16 16 99

名寄地区 6 171 154 170 169 159 186 1,009

計 7 192 164 190 185 175 202 1,108

令和７年度

風連地区 1 15 21 10 19 15 16 96

名寄地区 6 165 170 148 164 165 158 970

計 7 180 191 158 183 180 174 1,066

年 次 区 分 学校数 1年(7年) 2 年(8 年) 3 年(9 年) 生徒数

令和５年度

風連地区 1 22 23 20 65

名寄地区 3 153 160 179 492

計 4 175 183 199 557

令和６年度

風連地区 1 14 22 23 59

名寄地区 3 175 154 159 488

計 4 189 176 182 547

令和７年度

風連地区 1 16 14 22 52

名寄地区 3 174 174 156 504

計 4 190 188 178 556

年 次 区 分 卒業者数
進学者 就職者 その他

人数 率(％) 人数 率(％) 人数 率(％)

令和５年

３月

風連地区 22 22 100.0

名寄地区 176 176 100.0

計 198 198 100.0

令和６年

３月

風連地区 20 20 100.0

名寄地区 178 178 100.0

計 198 198 100.0

令和７年

３月

風連地区 23 23 100.0

名寄地区 160 158 98.7 2 1.3

計 183 181 98.9 2 1.1

28



３ 幼児教育

本市には、私立認定こども園が４園、私立幼稚園が１園あり、それぞれの園において認定こども

園教育・保育要領又は幼稚園教育要領に基づき教育課程を編成し、特色ある教育活動を行っていま

す。これまでの私立幼稚園振興補助並びに幼稚園就園奨励費補助による助成・支援を行っていた制

度から、全ての園が平成 27 年度施行の子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費による施設運

営に移行しています。

また、小学校との日常的な連携を密にし、小学校教育への円滑な接続・移行が図られるよう努め

ます。

１ 名寄市内の認定こども園・幼稚園
（令和７年５月１日現在）

２ 子ども・子育て支援運営事業
・施設型給付費負担（認定こども園・幼稚園が保護者の代理で給付を受け、サービスを提供）

幼稚園名 住 所 電 話 代表者 設立年月日
就園状況（１号認定）

合 計
３歳児 ４歳児 ５歳児

学校法人

山崎学園

光名幼稚園

西２条南10 丁

目１番地

01654-

2-4741

園長

山崎 博俊
S33.６.10 19 15 16 50

学校法人

北海道キリスト教学園

認定こども園名寄幼稚園

東１条南２丁

目１番地

01654-

3-0280

園長

尾崎 良雄
S25.９.１ 18 14 20 52

学校法人

名寄大谷学園

名寄大谷認定こども園

西５条南２丁

目10 番地

01654-

2-2668

園長

佐々木麻有美
S33.５.６ 14 4 9 27

学校法人

旭川カトリック学園

認定こども園名寄カトリ

ック幼稚園

西３条南４丁

目17 番地

01654-

2-2632

園長

柴田 沙知
S25.９.13 13 7 18 38

学校法人

風連学園

認定こども園風連幼稚園

風連町西町284

番地

01655-

3-2133

園長

加藤 紀子
S29.５.10 4 2 8 14
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４ 名寄市教育相談センター（名寄市児童センター内）

名寄市教育相談センターは、教育上の諸問題に対する支援、指導等を行うために設置していま

す。電話等により児童生徒やその保護者の相談に対応する「ハートダイヤル」の運営や、不登校

及びその傾向にある児童生徒に関して支援する「教育支援センター（旧適応指導教室）」を開設

しています。

また、教育推進アドバイザー１名を配置して学校生活における問題への対応と、教職員及び関

係機関との連携を図っています。

１ 教育支援センター

不登校となった児童生徒に対し、教育支援センターへの通室等により、自立支援や学校復帰に

向け、学習や多くの体験活動等の支援や指導を行っています。教育支援センターへの通室は、学

校への出席としてみなされます。

令和６年度入室者数（実人員） 令和７年度入室者数（実人員） 令和７年５月末現在

２ ハートダイヤル

「ハートダイヤル」は、いじめ・ひきこもり・不登校・落ち込み・イライラなど子供たちや保

護者の多様化する悩みに対し、電話相談・面談を通して、その悩む心を和らげ自立する心を育む

ため開設しています。

３ 教育推進アドバイザー

（１）いじめ・不登校・非行事項等に係わる情報の共有に関すること

（２）必要に応じた教職員等の面談やケース検討会議のコーディネート、学校への定期的訪問

に関すること

（３）家庭や地域との連携～必要に応じた訪問や相談等に関すること

（４）教職員及び関係機関との連携に関すること

在
学
中

他学
校
関
係
者

関
連
機
関
職
員
等

そ
の
他

学
習
支
援

気
力
回
復
・
気
分
転
換

家
族
支
援

電
話

41 0 0 0 0 1 0 0 42 14 7 3 0 0 6 5 0 0 0 5 2 0 0 42 

面
談

149 309 458 64 0 74 0 10 1064 351 181 74 0 0 149 138 0 0 0 117 54 0 0 1064 

合
計

190 309 458 64 0 75 0 10 1106 365 188 77 0 0 155 143 0 0 0 122 56 0 0 1106 

【電話・面談の集計表】（令和６年度）                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相　　　談　　 者 相　　談　　区　　分

高校生 一　般 復帰後保
護
者

小
学
生

中
学
生

合
 
計

不
登
校

（
含
登
校
し
ぶ
り

）

い
じ
め

学
業
・
進
路
問
題

親
子
関
係

（
含
家
庭
環
境

）

性

に

関

わ

る

問

題
　

　

　

　

　

　

（
含

異

性

関

係

）

生
活
一
般

学
校
の
対
応

（
含
教
師
関
係

）

健
康
問
題
・
発
達
障
が
い

友
人
関
係

育
児
・
子
育
て
・
し
つ
け

そ
の
他

合
 
計

小学生 中学生 合計 小学生 中学生 合計

0人 0人 0人 0人 0人 0人

30



５ 名寄市学校給食センター

１ 施設概要

（１）所 在 地 名寄市西５条北 10 丁目 54 番地６

（２）開設年月 平成３年 12 月

（３）主要施設

（４）改修工事 平成 18年 12 月【旧名寄市と旧風連町の合併により調理場増床】

令和６年３月【女性休憩室・事務室・検収室の増改修】

（５）敷地面積 3,257.75 ㎡

（６）建物面積 1,179.253 ㎡（建築基準法 1,429.86 ㎡）

（７）構 造 鉄筋コンクリート一部２階建

２ 職員構成

３ 令和７年度の給食実施計画

（１）給食提供（センター稼働日） ※各教員･職員分含む１日当りの概数、変動あり

（２）給食費（１食単価） ※令和７年４月改定

※令和７年度は給食費単価の内、小学生 40円、中学生 42円を名寄市が補助

（３）給食内容

・年間献立計画に基づき、米飯と魚を基本とした和食型の献立を栄養教諭が立案。

・地場産品の活用を意識し、安全を図りながら栄養バランスに配慮。

・国や地域の伝統文化を継承する献立の提供。(入学・卒業祝い、ひな祭り、七夕、冬至など)

１学期 ４月７日～７月 23 日 74 日 小学校分 1,194 名

２学期 ８月 19 日～12月 22 日 85 日 中学校分 642 名

３学期 １月 16日～３月 25日 45 日 智恵文保育所分 9名

合 計 204 日 給食センター 34名

区 分 給食費単価 保護者負担額

小学校

（前期課程）

低学年(１･２年生) 327 円 287 円

中学年(３･４年生) 329 円 289 円

高学年(５･６年生) 331 円 291 円

中学校（後期課程） 区分なし（７･８･９年生） 380 円 338 円

職 員 道派遣 会計年度任用職員

所 長 総務係長 栄養教諭 事務補助員 栄養士 調理師 業務員 調理員

１ １ ２ １ ２ ２ ７ 18

米 飯 週 4.0 回（２週間中８回）

パ ン 週 0.5 回（２週間中１回）

麺 類 週 0.5 回（２週間中１回）
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（４）年間献立計画による名寄産収穫食材の使用予定

４ 学校給食センターの取組み

（１）アレルギー給食

食物アレルギーを有する児童生徒も給食を楽しめるよう「学校における食物アレルギー対応の

進め方」(平成 26 年 11 月北海道教育委員会)を踏まえ、名寄市教育委員会の食物アレルギー対応

の指針に基づき、学校給食センターの施設設備の能力や物理的な許容範囲と児童生徒の実態等を

総合的に判断し、安全性を最優先としたアレルギー食材除去の代替え献立を提供しています。

①令和７年度(５月 1日現在)アレルギー給食対応数

・小学校５校 21 名 ・中学校２校６名 合計 27 名

②対応アレルゲン

・鶏卵、牛乳、大豆、小麦、そば、ナッツ類、魚類、魚卵、甲殻類･軟体類、貝類、肉類、

果物など ※傾向としてアレルゲンが複合しているケースが多い

（２）地場産品の活用

主食の米は風連地区の２生産組合と契約購入。パン用小麦粉も名寄産を 100％使用。

生産量日本一を誇るもち米での赤飯や餅を行事食献立などで使用。旬の地元収穫野菜を積極的

に活用。旬の野菜以外の地場産では、通年栽培もやしや加工品の豆腐、油揚げ、練製品、乾燥し

いたけ、冷凍かぼちゃ、スイートコーン、ひまわり油など。

５ 会議等

（１）名寄市学校給食センター運営委員会

設置条例第５条に基づき設置、教育委員会の諮問事項に応じ審議。

委員は９名以内で教育委員会が委嘱。会議は委員長召集。

（２）名寄市学校給食会

学校給食費会計で行う学校給食事業の運営を図る。事務局は学校給食センター。

市内小中学校の校長、ＰＴＡ会長、給食業務担当教諭で組織。

会議には総会、理事会、専門部会(会長委嘱)がある。 ※専門部会…献立検討委員会など

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

う
る
ち
米

もち米

もち米

アスパラ

レタス
ピ
ー
マ
ン

きゅうり

ﾐﾆﾄﾏﾄ

長
ね
ぎ

玉
ね
ぎ

じ
ゃ
が
い
も

メロン

キャベツ

キャベツ

白
菜

コ
ー
ン
（
冷
凍
）

か
ぼ
ち
ゃ
（
冷
凍
）

もち米 寒締め
ほうれん草
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６ 名寄市立大学

１ 名寄市立大学の理念、目的、教育目標、教育の組織・内容・方法

（１）大学の理念

名寄市立大学は、ケアの未来をひらき、小さくてもきらりと光る大学を目指す。

（２）大学の目的

◎名寄市立大学は、高度な知識と技術および高い倫理性を有し、保健・医療・福祉の

連携と協働を支えうる専門職を育成する。

◎名寄市立大学は、地域が抱える種々の課題について研究し、それらを解決すること

によって新しい未来をひらく。

（３）教育の目標

◎ 多様でかけがえのない存在である「ひと」への理解を深めるとともに、自らの人

間性と能力を高める力を育む。

◎ 専門領域の知識や技術を高めるとともに、自らが課題を発見し、課題解決に主

体的に取り組む力を育む。

◎ 関連する諸領域を幅広く理解し、支援サービスの連携・協働においてパートナ

ーシップを発揮できる力を育む。

◎ 幅広い理解力・判断力を養う教養や社会問題への関心を持ち続ける心を育む。

◎ 地域社会はもとより、人類が抱える諸問題と異文化にも関心を持ち、広く世界

の中で自己の存在を位置づけ行動する意欲を育む。

（４）教育の組織・内容・方法

◎ 教養教育と連携教育を基礎に、栄養・看護・社会福祉などの専門領域の特殊性に

も配慮した体系的なカリキュラムに基づいた授業

◎ 学生個々人の学習意欲を涵養する少人数教育

◎ 実践力を養成するための質の高い臨地実習および現場実習

◎ 地域社会の教育的活用と地域貢献

◎ 教職員の FDおよび SD による教育の質の向上と研究の推進
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２ 名寄市立大学の現況

（１）学生の在籍状況 （単位：人） （令和 7年 5月 1日現在）

学科

等

学年

保健福祉学部

栄養学科 看護学科 社会福祉学科 社会保育学科 合 計

男 女
小

計
男 女

小

計
男 女

小

計
男 女

小

計
男 女 計

１ 年 4 41 45 1 57 58 20 39 59 5 34 39 30 171 201

２ 年 5 38 43 5 57 62 5 40 45 7 43 50 22 178 200

３ 年 6 36 42 4 47 51 17 32 49 10 34 44 37 149 186

４ 年 8 33 41 3 52 55 8 42 50 5 39 44 24 166 190

計 23 148 171 13 213 226 50 153 203 27 150 177 113 664 777

（２）教員組織 （単位：人） （令和 7年 5 月 1 日現在）

保
健
福
祉
学
部

学科名 学長
副

学長

専任教員数

助手

専任教員 1

人当たりの

学生数
教授 准教授 講師 助教 計

栄養学科

１ １

8 3 2 4 17 2 10.1 人

看護学科 5 1 5 7 18 3 12.6 人

社会福祉学科 4 5 5 2 16 0 12.7 人

社会保育学科 5 5 5 0 15 0 11.8 人

教養教育部 5 2 1 0 8 0 －

合 計 １ １ 27 16 18 13 74 5 10.5 人

（３）事務組織 （単位：人） （令和 7年 5月 1日現在）

事務局長 課 課長職 係長 係
事務補助

等
図書業務 就職支援

健康サ

ポート
計

1

総務課 1 1 3 5 - - -

コミュニティケア

教育研究センター
1 - - 1 - - -

図書館 1 - - - 8 - -

教務課 1 3 6 4 - - -

学生課 2 1 2 - - 2 3

1 6 5 11 10 8 2 3 46
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（４）令和７年度入試結果 （単位：人）

（５）令和６年度卒業者の就職進学等状況 （単位：人） （令和 7年 5月 1日現在）

保
健
福
祉
学
部

入試区分

栄養学科（入学定員 40 人） 看護学科（入学定員 50 人）

募集
人員

志願
者数

受験
者数
A

合格
者数
B

倍率
A/B

募集
人員

志願
者数

受験
者数
A

合格
者数
B

倍率
A/B

推薦 20 31 31 23 1.3 25 46 46 26 1.8

社会人 若干名 1 1 0 - 若干名 1 1 1 －

一般前期 17 33 30 22 1.4 23 82 75 31 2.4

一般後期 3 31 8 3 2.7 2 80 25 2 12.5

入試区分

社会福祉学科（入学定員 50 人） 社会保育学科（入学定員 50 人）

募集
人員

志願
者数

受験
者数
A

合格
者数
B

倍率
A/B

募集
人員

志願
者数

受験
者数
A

合格
者数
B

倍率
A/B

推薦 23 28 28 26 1.1 25 25 25 25 1.0

社会人 若干名 0 0 0 － 若干名 0 0 0 －

一般前期 24 34 30 30 1.0 22 20 19 18 1.1

一般後期 3 49 9+ 8 1.1 3 22 4 4 1.0

卒業者

数
就職決定者数 就職率

進学

者数

その

他
備考

保
健
福
祉
学
部

栄養学科

（就職希望者）

39

（38）

市内 2

100％ 1 0
道内 20

道外 16

小計 38

看護学科

（就職希望者）

51

（43）

市内 7

100％ 8 0

看護師就業

14 人（市内 7人）

保健師就業

14 人（市内 0人）

道内 28

道外 8

小計 43

社会福祉学科

（就職希望者）

51

（49）

市内 7

98.0％ 1 2
道内 30

道外 14

小計 48

社会保育学科

（就職希望者）

54

（51）

市内 0

100％ 1 2
道内 36

道外 15

小計 51

合計
195

（181）
180 99.4% 11 4
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（６）令和６年度卒業者の国家資格取得状況 （単位：人）

（７）令和６年度卒業者の教員免許取得状況 （単位：人）

３ 図書館の概要

（１）施設の概要

※面積には、大講義室、コミュニティケア教育研究センター等を含む。

（２）図書、学術雑誌、視聴覚資料、電子情報等の整備状況

〇逐次刊行物 （単位：冊）

学科名 国家資格
受験者数

（人）

合格者数

（人）
合格率(％)

全国新卒

合格率(％)

栄養学科 管理栄養士 38 35 92.1％ 80.1％

看護学科
看護師 51 51 100.0％ 95.9％

保健師 17 17 100.0％ 96.4％

社会福祉学科
社会福祉士 49 40 81.6％ 75.2％

精神保健福祉士 16 15 93.8％ 85.3％

高等学校教諭Ⅰ種
公民 8

福祉 3

特別支援学校教諭Ⅰ種 知的・肢体不自由・病弱 29

栄養教諭Ⅰ種 5

幼稚園教諭Ⅰ種 53

区分 面積 観覧席数 収納可能冊数

図書館 3階 1,074.58 ㎡

4,455.45 ㎡ 200 席 約 140,000 冊図書館 2階 1,440.56 ㎡

図書館 1階 1,940.31 ㎡

〇蔵書数 （単位：冊）

年 度 総 和 書 数 総 洋 書 数 総 蔵 書 数

2023 101,957 6,911 108,868

2024 103,799 7,148 110,947

年度 和雑誌 洋雑誌

栄養 看護
社会

福祉

社会

保育
共通 総数 栄養 看護

社会

福祉

社会

保育
共通 総数

2023 10 34 46 23 24 137 15 5 2 0 0 22

2024 9 34 44 23 24 134 15 5 2 0 0 22
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〇視聴覚資料数

〇電子ジャーナル・データベース利用（令和 7年 3 月 31 日現在）（単位：ダウンロード数）

（３）図書館利用状況

○図書貸出状況（令和 7年 3月 31 日現在）

※括弧内は前年度のデータ （開館日数 286 日）

年度 CD DVD 紙芝居 総 数

2023 136 1,078 94 1,308

2024 136 1,121 95 1,352

メディカル

オンライン
医中誌

朝日新聞

ｸﾛｽｻｰﾁ

EBSCO
最新看護索引

Web
Academic Search

Premier

DL 数 アクセス数 検索数 アクセス数
アクセス

数
検 索 数

アクセス

数
検 索 数

665 1,779 8,722 159 149 418 258 379

〇資料受入（令和 7年 3月 31 日現在）（単位：冊）

種 類 図 書 雑 誌

冊数・誌数 2,106(2,166） 156（159）

全国平均 1,628 182

※全国平均は、令和 6年度学術情報基盤実態調査ー単科公立大学ー（括弧内は前年度のデータ）

貸出冊数 貸出人数

冊 冊/日 人 人/日

総計
22,675 79.3 13,811   48.3

(25,191)  (87.8)  (12,119)  (42.2) 

学生
  19,491 68.2 11,218 39.2

(21,312)  (74.3)  (9,607)  (33.5) 

教職員
2,178 7.6 867  3.0

(2,801)  (9.8)  (1,058)  (3.7) 

学外者
1,006 3.5 1,726 6.0 

(1,069)  (3.7)  (415)  (1.4) 

団体等
40 0.1   25   0.1

(36)  (0.1)  (25)  (0.1) 
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○学科別貸出状況（令和 7年 3月 31 日現在）

※括弧内は昨年度のデータ

４ 施設の概要

貸出冊数 貸出人数

冊 冊/日 人 人/日

栄養
  4,169 14.6 2,242  7.8

(4,695)  (16.4)  (3,324)  (11.6) 

看護
  6,175 21.6 3,264 11.4

(5,848)  (20.3)  (4,186)  (14.6) 

社会

福祉

 4,313 15.1 2,269 7.9

(5,021)  (17.5)  (3,580)  (12.3) 

社会

保育

 4,823 16.9 2,357  8.2

(5,751)  (20.0)  (3,803)  (13.3) 

施設 概要 面積

校地等

校舎敷地 42,440 ㎡

運動場（グラウンド） 29,633 ㎡

計 72,073 ㎡

校舎

1 号館（管理、情報処理・栄養実習室） RC 造 3 階建（一部 2階建） 3,712 ㎡

2 号館（社会福祉学科・栄養学科） RC 造 3 階建 6,932 ㎡

3 号館（看護学科・社会保育学科） RC 造 3 階建（一部 2階建） 8,652 ㎡

図書館（コミュニティケア教育研究センター） RC 造 3 階建 4,455 ㎡

5 号館（看護学科・社会保育学科・学生食堂・売店） RC 造 3 階建 2,512 ㎡

体育館等 ①体育館（3号館）②多目的ホール（2号館） 鉄骨造 平屋建 2,229 ㎡

学生会館 サークル室・ミーティングルーム・同窓会室等 RC 造 2 階建 511 ㎡
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７ 就学の助成

１ 就学援助

経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、その就学に必要な

援助を行います。

（１）令和７年度就学援助費の内訳（ただし、※は令和６年度実績の平均支給額）

（２）令和４・５・６年度就学援助の状況 （単位：人、千円）

区 分
小 学 校

（義務教育学校

前期課程含む）

中 学 校
（義務教育学校

後期課程含む）

支 給 内 容

新入学児童生徒

学 用 品 費 等
1年

円

57,060

円

63,000

小学校又は中学校に入学する児童生徒が通

常必要とする学用品及び通学用品

学 用 品 費
1～6 年 11,630 ― 各教科及び特別活動の学習に必要とされる

学用品1～3 年 ― 22,730

通 学 用 品 費
2～6 年 2,270 ―

通学用靴、雨傘等の通学用品に係る経費
2～3 年 ― 2,270

体育実技用具費
ス キ ー ※ 34,949 ※ 51,504

体育授業の参加に必要な体育実技用具
柔 道 着 ― ※ 5,390

宿 泊 校 外 活 動 費 ※ 0 ※ 6,150
学校行事として宿泊を伴う校外活動に参加する

ために必要な交通費及び見学料などの経費

修 学 旅 行 費 ※ 28,416 ※ 60,620
修学旅行に必要な交通費、宿泊費、見学料な

どの経費

学 校 給 食 費
1～6 年 ※ 49,800 ―

学校給食に要する食費の金額
1～3 年 ― ※ 57,512

医 療 費 ※ 3,620 ※ 3,430

伝染病又は学習に影響のある疾病（学校病）

にかかり、学校から治療の指示を受けた場

合、その治療に要する費用 （※学校病とは、

トラコーマ及び結膜炎、白癬、疥癬及び濃痂

疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、

う歯、寄生虫病をいう。）

ク ラ ブ 活 動 費 ― 15,075
部活動加入者に対し、部活動の実施に必要な用具

に係る経費（部活動支援費・後援会費などは除く）

生 徒 会 費 ― (上限) 5,550
生徒会費として一律に負担すべきこととな

る経費

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 (上限) 3,450 (上限) 4,260
ＰＴＡ活動に要する費用として一律に負担

すべきこととなる経費

卒 業 ア ル バ ム 代 等 (上限) 11,000 (上限) 8,800
通常制作する卒業アルバム及び卒業記念写

真またはそれらの購入費

オンライン学習通信費 14,000 14,000 オンライン学習に必要な通信費

区 分 令和４年度 令和５年度 令和６年度

小学校
実 施 人 員 139 129 111

決 算 額 12,188 11,987 11,200

中学校
実 施 人 員 90 74 68

決 算 額 13,513 11,200 10,907

義務教育

学校

実 施 人 員 1

決 算 額 175

計
実 施 人 員 229 203 180

決 算 額 25,702 23,187 22,281
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２ 特別支援教育就学奨励費

小・中・義務教育学校の特別支援学級に在籍し、就学援助の対象とならない児童生徒の保

護者の経済的負担を軽減するための援助を行うことにより、特別支援教育の振興を図ります。

（１）令和７年度就学奨励費の内訳（ただし、※は令和６年度実績の平均支給額）

（２）特別支援教育就学奨励費の状況 （単位：人、千円）

３ 育英資金利子補給制度

名寄市では、学業成績が優秀であって経済的に就学が困難な学生及び生徒に対して、他

機関から貸付けを受けた奨学金及び修学資金に係る利子の一部を補給する制度を次により

実施しています。

（１）奨学生の資格

①親又はこれに代わるべき者が名寄市民であること。

②大学院、大学、専修学校（専門課程）、各種学校、高等専門学校及び高等学校に在学している

こと。

③学業成績優秀、性行善良であること。

④学資の支弁が困難であること。

（２）対象者

上記の資格を有した者で、独立行政法人日本学生支援機構奨学生として有利子奨学金の貸

付けを受けた者又は㈱日本政策金融公庫の修学資金、民間金融機関等の修学制度資金の貸付

けを受けた者。

区 分
小 学 校

（義務教育学校

前期課程含む）

中 学 校
（義務教育学校

後期課程含む）

新入学児童生徒

学 用 品 費 等
1年

円

25,555

円

30,490

学用品費等購入費
2～6年 5,820 ―

2～3年 ― 11,370

体育実技用具費
スキー （上限） 13,255 （上限）19,015

柔 道 ― （上限） 3,825

宿 泊 校 外 活 動 費 ※ 0 ※ 3,187

修 学 旅 行 費 ※ 14,198 ※ 30,634

学 校 給 食 費
1～6 年 ※ 25,531 ―

1～3 年 ― ※ 27,650

通 学 費

通 級 指

導 教 室
※ 2,904 ―

特 別 支

援 学 級
※ 9,928 ※ 31,011

オ ン ラ イ ン 学 習 通 信 費 7,000 7,000

区 分 令和４年度 令和５年度 令和６年度

小学校
実 施 人 員 59 70 57

決 算 額 2,407 3,017 2,367

中学校
実 施 人 員 18 27 33

決 算 額 1,315 1,763 2,173

義務教育

学校

実 施 人 員 6

決 算 額 590

計
実 施 人 員 77 97 96

決 算 額 3,722 4,780 5,129
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（３）申込期間

毎年４月初日から10月末日まで。

（４）利子補給額

下記基準額（貸付けを受けた額が基準額に満たない場合は、貸付けを受けた額）に対し、

① 独立行政法人日本学生支援機構奨学生…基準額にその貸付利率を乗じて得た額

② 上記以外…所得金額によって、基準額に利率３％を限度として補給。

※利子補給基準額：月額

４ 育英金貸付事業（風連地区特例区事業）

合併に伴い、平成18年度から５年間の特例区事業として、要件を満たす者に対し教育資金

の貸付制度（無利子）を実施していましたが、平成 22 年度をもって終了しました。

貸付けを行った育英金については、今後も引続き返還していただきます。

区 分 補給基準額（月額）

大 学 ・ 大 学 院 40,000 円

専 門 学 校 30,000 円

高 等 専 門 学 校 15,000 円

高 等 学 校 10,000 円
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８ 各種助成制度（学校教育課所管）

１ 名寄市教育振興補助事業

名寄市における文化・スポーツの振興を図るため、名寄市教育振興基金を活用し、全道・

全国大会に出場する小・中・義務教育学校の児童生徒及び全国大会に出場する高等学校の生

徒に対し、大会出場に要する費用の一部を助成します。

補助実績 （単位：千円）

２ 特色ある教育活動助成金交付事業

市内児童生徒の健全育成を目的として、特色ある教育活動を行う者に対し、その活動に要

する費用の一部を助成します。(令和４・５・６年度事業の実績)

（単位：千円）

３ 名寄市高校生資格取得支援事業補助金

４ 名寄市高等学校学習教材支援事業補助金

令和４年度 令和５年度 令和６年度

申請事業数 57件 51 件 72 件

補助金交付額 6,881 9,040 15,940

うち小学生 1,632 2,997 4,897

うち中学生 4,917 4,834 10,754

うち高校生 332 1,209 289

令和４年度 令和５年度 令和６年度

申請事業数 0件 1件 0件

補助金交付額 0 20 0

うち小学生 0 20 0

うち中学生 0 0 0

うち高校生 0 0 0

うちその他 0 0 0

令和５年度 令和６年度 令和７年度

入学者数 129 名 137 名 131 名

補助金交付額 3,870,000 円 4,110,000 円 3,930,000 ﾎﾟｲﾝﾄ

令和４年度 令和５年度 令和６年度

資格取得者数 102 名 99 名 32 名

補助金交付額 232,775 円 248,970 円 71,450 円

うち名寄高校 89,050 円（35 人） 98,200 円（ 41 人） 63,350 円（ 22人）

うち産業高校 143,725 円（67 人） 150,770 円（ 58 人） 8,100 円（ 10 人）
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９ 名寄市教育研究所

１ 研究主題

「心豊かに、たくましく生きぬく児童生徒の育成」

２ 研究主題設定の理由

今日、学校教育においては、保護者や地域住民の期待に応えるため、子ども一人一人に「生きる

力」を確実に育むことが求められている。このため各学校では、学習指導要領の趣旨を踏まえ、児童

生徒の人間としての調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態、児童生徒の発達段階や特性等

を考慮して、適切な教育課程を編成、実施することが大切である。

このような課題を受け止め、名寄市教育研究所においては、上川管内教育研究会と連携し、小・中

学校における教育の内容、方法、制度等に関する調査研究などに取り組み、児童生徒の基礎的・基本

的な知識・技能を確実に習得させ、よりよく問題を解決する資質・能力や他人を思いやる豊かな心、

たくましく生きるための健やかな体などの育成に努めている。

そこで、今後も、これまでの研究の流れを継続し、各部・各班・名寄市教育改善プロジェクト委員

会の取組を一層充実させることにより、知・徳・体の調和のとれた児童生徒を育成することが重要

と考え、本研究主題を設定した。

３ 運営の基本方針

「名寄市教育研究所条例」に基づき、各種の提言、事業、研究活動等を推進する。また、北海道教

育研究所連盟（道研連）や上川管内の市町村教育研究会で構成されている上川管内教育研究会（上

教研）と連携を図りながら事業を推進する。

（１）研究主題の解明にあたっては、具体的かつ実践的な研究活動の推進に努める。

（２）上川管内教育研究会、上川教育研修センター等と連携し、研究推進体制の充実に努める。

（３）授業公開による研究交流や日常実践の交流、外部講師・施設の活用等を図り、班研修の活性

化と研修内容の充実に努める。

（４）名寄市教育改善プロジェクト委員会の成果と課題を踏まえ、各種事業等の推進に努める。

４ 事業推進の基本方針

（１）所報（名寄市教育・研究紀要含む）の発行については、研究体制や研究内容・活動内容等

の情報の共有化が図られるよう努める。

（２）名寄市教育研究大会については、公開授業、研究協議等を通して、具体的かつ実践的な研究

活動を推進する。研究委託校（風連中央小・名寄中）は、名寄市教育研究所の課題を受けた

研究実践の成果を公開する。

（３）名寄市教育研究集会については、名寄市教育改善プロジェクト委員会や調査研究部・研究班

の発表、講演等を通して、研究の成果と課題についての共通理解を深める。

（４）研究班の一斉研修や上川管内教育研究会北部地区研究大会については、上川管内地区研究

大会研究推進の手引等を活用し、研修活動の充実に努める。

（５）名寄市小中学校音楽発表会や各種児童生徒作品展等については、音楽科や図画工作科等の

学習の成果の交流に努める。

（６）その他、必要に応じて専門委員会を設置し、調査報告、提言等を行う。
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５ 各部・教育改善プロジェクト委員会の事業

（１）総務部

①各部と連携を図った各種事業の企画・運営

②道研連、上教研など、関係団体との連携協力

③年３回（６月、12月、３月）の所報の発行

④効果的で適正な会計業務の推進

（２）教育研究部

①研究班活動の推進

・年３回（４月、６月、８月）の開催

②名寄市小中学校音楽発表会の開催

・期日：令和７年９月25日（木）

・会場：名寄市民文化センター ＥＮ-ＲＡＹホール

③名寄市教育研究大会の開催

・期日：令和７年 11 月７日（金）

・会場：名寄小学校・風連中学校

④名寄市教育研究集会の開催

・期日：令和８年１月 20日（火）

・会場：名寄市民文化センター ＥＮ-ＲＡＹホール

⑤名寄市児童生徒作品展等の開催・協力

・会場：名寄市民文化センター ＥＮ-ＲＡＹホール

（３）名寄市教育改善プロジェクト委員会

①推進のテーマ

児童生徒に「生きる力」を育み、夢と希望を拓く名寄市教育の創造

～全小・中学校が一体となった学校力向上の取組を通して～

②推進の重点

・学校力向上を図る小中連携の推進

・直面する課題解決に向けた取組の推進

③研究グループ及び研究内容

【教育研究(研修）の充実に関する研究グループ】

令和７年度重点：スクールリーダーの育成

■組織的・計画的な人材の育成

１ スクールリーダー等の育成を図る組織マネジメントや研修等の充実

２ 日常教育実践の質の向上に資する戦略的な取組の充実

（教育課程編成上の課題、小中連携、学力向上、学習習慣など）

【教育指導の充実に関する研究グループ】

令和７年度重点：ＩＣＴの効果的な活用

■ＩＣＴを効果的に活用する方策

１ 校務にＩＣＴを効果的に活用する活動の充実

（教育データの利活用 生成ＡＩの利活用など）

２ ＡＩドリルの効果的に活用する活動の充実
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（家庭学習への積極的取組）

３ 健康観察を活用した心の天気の活用

（各学校の取組やまなびポケット等）

４ 学校風土の見える化を図る取組

（ＷＥＢＱＵに関する研究）
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学　　校　　名 校長名 課　　程
学
級
数

生
徒
数

所在地 電　話（ＦＡＸ）

普　　通　　科 10 346 (事務室TEL・FAX) 3-6841

情 報 技 術 科 3 43 (職員室TEL) 3-6842

合 計 13 389

10　その他学校一覧

（令和７年５月１日現在）

高　

等　

学　

校

道　

立
名 寄 高 等 学 校 今中勇希

字徳田204
番地１
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